
組織図

＊平成２８年７月１日現在　

（横浜市消費生活総合センター長）

相談啓発第一課長

（同副センター長） （同副センター長） （同副センター長）

相談啓発第一課 相談啓発第二課

(1) 消費生活相談の処理の統括に関すること (1) 消費生活相談の処理に関すること

(2) 消費生活相談に係る諸機関との調整に (2) 相談事例等に係る情報の整理・

　　関すること 発信に関すること

(3) 苦情品テストに関すること

　　関すること (4) 各種講座の講師に関すること

(4) 消費者教育・啓発に関すること

ること (5) 商品テスト等（苦情品テストを除く）に関すること

(6) 各種講座の講師派遣に関すること

すること

(9) 事務事業の連絡調整に関すること

(1) 計量器の定期検査に関すること

(2) 計量についての指導等に関すること

(3) 適正計量の普及啓発に関すること

相談啓発第二課長

(1) 理事会及び評議員会に関すること

評議員会 理 　 事　  会 監　事

代 表 理 事
　理　事　長

　専 務 理 事

(3) 消費生活に関する情報の収集及び提供に

(6) 個人情報保護の統括に関すること

業務執行理事 　常 務 理 事

事務局長（常務理事が兼務）

総　務　課　長

(7) 消費生活に係る資料の展示等に関す

(8) 消費者活動のための施設の提供に関

(10)他の課の主管に属しないこと

計量検査課長
（総務課長が兼務）

(2) 人事、給与及び福利厚生に関すること

(3) 予算、決算及び経理に関すること

(4) 施設・設備の管理に関すること

(5) 危機管理に関すること
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